
野
焼
き
と
は

　

ご
み
を
適
正
な
焼
却
設
備
を
用
い
ず
、

屋
外
で
焼
却
す
る
こ
と
を
「
野
焼
き
」
と

い
い
ま
す
。

　

穴
を
掘
っ
て
焼
却
し
た
り
、
ド
ラ
ム
缶

の
使
用
や
ブ
ロ
ッ
ク
で
囲
う
な
ど
の
簡
易

な
構
造
物
を
用
い
て
焼
却
し
た
り
す
る
場

合
も
野
焼
き
に
該
当
し
、「
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
の

　

ご
み
処
理
施
設
で
は
、
高
度
な
設
備
に

よ
り
適
正
に
処
理
さ
れ
ま
す
が
、
野
焼
き

で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
健
康
や
環

境
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

火
災
発
生
の
危
険
も
あ
り
ま
す
。

違
反
し
た
場
合
、
ど
う
な
る
の

　

一
部
の
例
外
を
除
き
、
法
律
に
違
反
し

た
場
合
は
、「
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く

は
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
そ

の
両
方
」
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
の
場
合
は
、「
３
億
円
以

下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

野
焼
き
禁
止
の
例
外
と
は

　
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
」
な
ど
で
、
野
焼
き
禁
止
の
例
外
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、「
や
む
を
得
な
い
場
合
」や「
軽

微
な
も
の
」
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
で
き

る
限
り
最
小
限
に
と
ど
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
例
外
に
あ
た
る
焼
却
行
為
で

あ
っ
て
も
、
市
民
か
ら
煙
や
洗
濯
物
に
臭

い
が
つ
く
な
ど
の
苦
情
や
相
談
が
あ
っ
た

り
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
り
す
る
場
合
は
、
行
政
指
導

の
対
象
と
な
り
、
焼
却
を
止
め
て
も
ら
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

野
焼
き
禁
止
の
例
外

○

「
と
ん
ど
」
な
ど
、
風
俗
習
慣
上
ま
た

た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め
に
必

要
な
廃
棄
物
の
焼
却

○

農
業
・
林
業
・
漁
業
を
営
む
た
め
に
、

や
む
を
得
ず
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

　
「
保
険
料
免
除
制
度
」
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
に
、
そ
の
間
の
保
険
料
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

免
除
の
申
請
を
す
る
と
、
本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者
の
所
得
状
況
や
失
業
・
災
害

な
ど
の
現
況
を
審
査
し
、
承
認
さ
れ
た
場

合
、
所
得
に
応
じ
て
４
段
階
（
全
額
・
４

分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１
）
の
免
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
時
期

　

令
和
４
年
度
分
（
７
月
〜
令
和
５
年
６

月
分
）
の
手
続
き
は
７
月
１
日
か
ら
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
免
除
を
受
け
て
い
る

方
で
、
引
き
続
き
免
除
を
希
望
さ
れ
る
方

も
、
毎
年
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○

落
ち
葉
な
ど
の
た
き
火
、
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
な
ど
、
日
常
生
活
を
営
む

上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で

軽
微
な
も
の

※
た
だ
し
、
生
ご
み
、
ビ
ニ
ー
ル
類
や
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
類
な
ど
を
焼
却
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし

年金
の
はなし
№309№309

保険料を納めることが
困難なときは
「保険料免除制度」の
活用を―

問い合わせ
　広島西年金事務所　☎082-535-1505
　保健医療課　☎59-2141

No.
48

「
野
焼
き
」は
有
害
物
質
発
生
の
お
そ
れ

―
法
律
違
反
は
懲
役
ま
た
は
罰
金
―

問
い
合
わ
せ

　

環
境
整
備
課

　

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
５
１
０
１

　

環
境
整
備
係　

☎
59
２
１
５
４

「ひろしま環境の日」一斉行動
毎月第１土曜日は「ひろしま環境の日」です。

環境整備課 ☎59-２１５４
家庭で、職場で、できることからはじめましょう。

7月のテーマ7月のテーマ
やってみよう

～不要な照明は消そう～省エネ生活！

　

今
回
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

の
お
話
で
す
。
ま
ず
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
と

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

て
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
（
※

注
）
を
利
用
し
て
い
る
方
が
受
け
取
れ
る

最
大
２
万
円
分
の
買
い
物
な
ど
に
使
え
る

ポ
イ
ン
ト
の
こ
と
で
す
。
次
の
３
つ
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
あ
わ
せ
て
２
万
円
分
の

ポ
イ
ン
ト
が
受
け
取
れ
ま
す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
お
よ
び

２
万
円
ま
で
の
チ
ャ
ー
ジ
、
ま
た
は
お

買
い
物
し
た
方
（
最
大
５
０
０
０
円
分
）

②
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
行
っ
た
方

（
７
５
０
０
円
分
）

③
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
行
っ
た
方

（
７
５
０
０
円
分
）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た
め
の

３
つ
の
ス
テ
ッ
プ

１　

カ
ー
ド
取
得

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た
め
に

は
、
ま
ず
写
真
付
き
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。
カ
ー
ド
を
ま
だ

持
っ
て
い
な
い
方
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

取
得
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
令
和
４
年
９

月
末
ま
で
に
カ
ー
ド
の
申
請
を
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み

　

既
に
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

※
免
除
申
請
時
に
継
続
審
査
を
希
望
さ
れ

た
方
は
手
続
き
が
不
要
の
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
免
除
の
申
請
は
、
申
請
が
受
理
さ

れ
た
月
か
ら
過
去
２
年
１
カ
月
前
（
令
和

４
年
７
月
中
に
申
請
す
る
場
合
は
令
和
２

年
６
月
〜
令
和
４
年
６
月
）
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

保
険
料
を

納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

　

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
と
、
将
来
受

け
取
る
年
金
額
が
満
額
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
満
額
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
免
除

を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
10
年
以
内
に

納
付
（「
追
納
」
と
い
い
ま
す
）
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
免
除
開
始
か
ら
２
年
を
経
過
す

る
と
、
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納

を
お
勧
め
し
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
で
い
る
と

　

未
納
期
間
が
多
い
と
、
老
齢
年
金
が
受

給
で
き
な
く
な
る
可
能
性
や
、
万
が
一
の

と
き
の
障
害
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
所
得
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
方

も
、
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
広
島
西
年
金
事
務
所
ま
た

は
、
保
健
医
療
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

申
込
期
限
は
令
和
５
年
２
月
末
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
現

金
で
は
な
く
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
で
受
け
取
る
た

め
、
自
身
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方
は
、
あ
ら
か

じ
め
用
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
ア

プ
リ
」
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ

コ
ン
が
な
い
場
合
も
、
市
民
税
務
課
、
郵

便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
、
携
帯
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

に
設
置
し
て
あ
る
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
手

続
ス
ポ
ッ
ト
」
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

設
置
場
所
は
、「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
手
続

ス
ポ
ッ
ト
（
総
務
省
）」
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
②
と
③
の
ポ
イ
ン
ト
申

し
込
み
は
、
令
和
４
年
６
月
30
日
か
ら
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ス
テ
ッ
プ
２
の
前
に
あ

ら
か
じ
め
、
健
康
保
険
証
利
用
登
録
や
公

金
受
取
口
座
登
録
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

３　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
受
け
取
り

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
①
で
申
し
込
み
し
た
方

は
、申
し
込
み
完
了
後
、選
択
し
た
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
２
万
円
ま
で

の
チ
ャ
ー
ジ
、
ま
た
は
買
い
物
す
る
と
選

択
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
最

大
５
０
０
０
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ

れ
ま
す
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
②
と
③
に
つ
い

て
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
後
、

一
定
期
間
経
過
後
そ
れ
ぞ
れ
７
５
０
０
円

分
の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。

　
詳
細
は
、「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
（
総

務
省
）」
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

（
※
注
）
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
と
は
、
お

札
や
小
銭
な
ど
の
現
金
を
使
わ
ず
に
支
払

い
を
す
る
こ
と
で
す
。
例
：
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

決
済
（
〜
Ｐ
ａ
ｙ
）
や
電
子
マ
ネ
ー
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
。

知ろうよ マイナンバー＃４

マイナポイントで
お得にお買い物
問い合わせ
　市民税務課　☎59-2143

マイナポイント事業

手続スポット
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若
年
層

―
30
歳
未
満
―

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
、
化
粧
品
、
情
報

商
材
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
、履
物
（
ス

ニ
ー
カ
ー
）
な
ど
の
相
談
が
あ
り
ま
す
。

販
売
購
入
形
態
で
は
、
通
信
販
売
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
）、
マ
ル
チ
・
マ
ル
チ

ま
が
い
商
法
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
。

一
般
層

―
30
歳
〜
64
歳
―

　
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
、

情
報
商
材
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
、
リ

フ
ォ
ー
ム・修
理・補
修
、
不
審
な
メ
ー
ル・

電
話
な
ど
の
相
談
が
あ
り
ま
す
。
販
売
購

入
形
態
で
は
通
信
販
売
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
通
販
）
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

高
齢
者

―
65
歳
以
上
―

　

健
康
食
品
、
不
審
な
メ
ー
ル
・
電
話
、

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ

ト
な
ど
の
相
談
や
、
リ
フ
ォ
ー
ム
・
修
理
・

補
修
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
販
売
購
入
形
態
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
通
販
以
外
の
通
信
販
売
、
訪
問
販

売
、
電
話
勧
誘
販
売
、
点
検
商
法
の
割
合

が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

大竹市で安全・安心な消費生活を送りましょう
お「お金に関してうまい話はない！」と肝に銘じましょう
  お おどされても、優しくされてもいらないときはきっぱり断りましょう

    た たくさんの情報を集めてトラブルを防止しましょう

      け 契約はその場で結ばず、じっくりゆっくり考えましょう

        し 消費生活センターにまず相談しましょう
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2020年度 2021年度

2020・2021年度販売購入形態別相談件数

ひっかからないカモくん

自立した賢い
消費者になろう！令和３年度の相談状況消費者

シリーズ
消費者
シリーズ
No.254No.254

問い合わせ
　消費生活センター（産業振興課内）　☎57-3236
　【相談日】火・金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　 ９時～12時・13時～16時

市消費生活センターの相談件数は、令和
３年度は51件で、令和２年度の67件に比
べて16件減少しています。
「電話勧誘販売」、「架空請求・不当請求」
に関する相談の減少がその主な要因と
なっています。

　

要
約
筆
記
と
は
、
聴
覚
に
障
害
が
あ
る

方
に
情
報
を
文
字
で
伝
え
る
方
法
で
す
。

要
約
筆
記
に
よ
り
、「
聞
こ
え
な
い
言
葉
」

が
「
目
で
見
え
る
言
葉
」
に
な
り
ま
す
。

こ
の
講
座
で
は
、
話
を
分
か
り
や
す
く
要

約
し
そ
の
場
で
文
字
に
し
て
伝
え
る
方
法

を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

と　

き

○

７
月
23
日
㈯
・
24
日
㈰
９
時
〜
12
時

○

７
月
30
日
㈯
・
31
日
㈰
・
８
月
７
日
㈰

　
９
時
30
分
〜
12
時

と
こ
ろ　
サ
ン
ト
ピ
ア
大
竹

内　

容

１
回
目
：
要
約
筆
記
の
基
礎
知
識

２
回
目
：
手
書
き
の
要
約
筆
記

３
回
目
： 

パ
ソ
コ
ン
入
力
の
技
術
と
基
礎

知
識

４
回
目
：
パ
ソ
コ
ン
実
習

５
回
目
：
パ
ソ
コ
ン
実
習
・
事
例
検
討

※
３
回
目
以
降
は
パ
ソ
コ
ン
が
必
要
で

す
。（
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
10
以
上
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
必
須
）

定　

員　
10
人
（
申
込
順
）

参
加
料　
７
０
０
円
（
教
材
費
）

申
し
込
み

　
７
月
15
日
㈮
ま
で
に
社
会
福
祉
協
議
会

へ
。

　

県
視
覚
障
害
者
団
体
連
合
会
は
、
視
覚

障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
の
促
進
を
図

る
た
め
、
県
内
で
１
頭
の
盲
導
犬
を
給
付

す
る
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

対　

象

　

県
内
（
広
島
市
を
除
く
）
に
１
年
以
上

居
住
す
る
18
歳
以
上
の
視
覚
障
害
者
で
、

次
に
該
当
す
る
も
の
。

(

ア)

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２

級
所
持
者

(

イ
）
社
会
活
動
の
参
加
に
効
果
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
方

(

ウ
）
盲
導
犬
を
適
切
に
利
用
し
、
飼
育

で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方

(

エ
）
自
己
の
所
有
す
る
家
屋
以
外
に
居

住
す
る
方
は
、
盲
導
犬
の
飼
育
に
つ
い
て
、

そ
の
家
屋
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
人
の
承

諾
が
得
ら
れ
る
こ
と

申
し
込
み

　
７
月
20
日
㈬
ま
で
に
福
祉
課
備
え
付
け

の
申
請
書
を
福
祉
課
へ
。
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
調
査
、
面
接
な
ど
の
選
考
に
よ

り
給
付
候
補
者
を
決
め
ま
す
。
ま
た
、
期

限
内
に
申
請
で
き
な
い
場
合
も
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
盲
導
犬
を
除
く
補
助
犬
（
介
助
犬
・
聴

導
犬
）
の
給
付
希
望
の
連
絡
先
は

広
島
ハ
ー
ネ
ス
の
会

☎
０
８
２-

２
２
１-

８
２
７
５

参　

考

（
１
）
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
が
施
行
さ

れ
、
障
害
者
の
権
利
と
し
て
、
補
助
犬
の

同
伴
が
法
的
に
認
め
ら
れ
、
電
車
や
バ
ス

な
ど
の
公
共
交
通
機
関
、
郵
便
局
な
ど
の

公
共
施
設
、
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す

る
ホ
テ
ル
、
デ
パ
ー
ト
、
レ
ス
ト
ラ
ン
と

い
っ
た
施
設
や
障
害
者
雇
用
事
業
所
な
ど

に
盲
導
犬
を
同
伴
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
盲
導
犬
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
身

体
障
害
者
補
助
犬
法
」
に
基
づ
い
て
認
定

さ
れ
た
特
別
な
訓
練
を
受
け
た
犬
で
す
。

い
わ
ば
、
体
の
不
自
由
な
人
の
体
の
一
部

と
な
る
も
の
で
、
社
会
の
マ
ナ
ー
も
き
ち

ん
と
訓
練
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
話
や
手
入
れ
に
つ
い
て
も
、
利
用
者

が
盲
導
犬
と
と
も
に
訓
練
を
受
け
、
十
分

注
意
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、

衛
生
面
で
も
安
心
で
き
ま
す
。

（
２
）
盲
導
犬
に
つ
い
て
は
、
日
本
ラ
イ

ト
ハ
ウ
ス
ま
た
は
日
本
盲
導
犬
協
会
で
訓

練
さ
れ
た
盲
導
犬
に
つ
い
て
給
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

要約筆記奉仕員
 養成講座

問い合わせ
　社会福祉協議会　☎52-2275

各種催しなどで
要約筆記の方の
協力が必要です。

福祉
の
とびら

福祉
の
とびら
No.97No.97

盲
導
犬
を
目
の
不
自
由
な
人
の
も
と
に

　
　
　
　
盲
導
犬
給
付
事
業

問
い
合
わ
せ

　

県
視
覚
障
害
者
団
体
連
合
会

　

☎
・
FAX
０
８
２
︲
２
２
９
︲
２
３
２
０

　

メ
ー
ル　

kenshishouren@
carol.ocn.ne.jp
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